
　

裁
判
員
制
度
と
は
、
国
民
の
皆
さ
ん

に
、
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
刑
事
裁

判
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
被
告
人
が
有

罪
か
ど
う
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う

な
刑
に
す
る
の
か
を
、
裁
判
官
と
一
緒

に
決
め
て
も
ら
う
制
度
で
す
。
平
成
２１

年
５
月
ま
で
に
こ
の
制
度
が
始
ま
り
ま

す
。

　

裁
判
員
が
参
加
す
る
裁
判
の
事
件

は
、
一
定
の
重
大
な
犯
罪
が
対
象
で
す
。

例
え
ば
、
殺
人
罪
や
強
盗
致
死
罪
、
傷

害
致
死
罪
、
放
火
罪
、
誘
拐
罪
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

裁
判
員
は
、
裁
判
に
お
い
て
有
罪
か

ど
う
か
、
有
罪
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う

な
刑
罰
に
す
る
か
を
決
め
る
権
限
が
与

え
ら
れ
ま
す
。
裁
判
員
と
裁
判
官
は
、

お
互
い
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
、
ま
た
、

お
互
い
の
意
見
を
よ
く
聴
い
て
議
論
を

尽
く
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
員
は
、

刑
事
裁
判
の
公
判
審
理
に
出
席
し
、
裁

判
官
と
一
緒
に
裁
判
を
行
う
の
で
、
証

人
や
被
告
人
に
対
し
て
、
必
要
な
尋
問

や
質
問
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
の
で

す
。

　

国
民
の
皆
さ
ん
か
ら
こ
の
裁
判
員
を

選
ぶ
方
法
は
、
ま
ず
、
市
町
村
に
あ
る

選
挙
人
名
簿
か
ら
翌
年
の
候
補
者
を
く

じ
で
選
び
、
裁
判
所
ご
と
に
裁
判
員
候

補
者
名
簿
が
作
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

選
挙
権
を
有
す
る
人（
２０
歳
以
上
の
国

民
）
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
だ
れ
で

も
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
名
簿
に
載
っ
た
人
に
は
、
翌
年
に
裁

判
員
と
し
て
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
の
連
絡
が
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
次
に
、
裁
判
の
日
が
決
ま
る
と
、

そ
の
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
が
、
裁
判

員
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば

れ
ま
す
。
選
ば
れ
た
人
は
、
そ
の
事
件

の
裁
判
に
裁
判
員
と
し
て
出
席
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
実
際
に
裁
判
員
が
ど
の
く
ら

い
必
要
な
の
か
と
い
う
と
、
松
山
地
方

裁
判
所
を
例
に
す
る
と
、
平
成
１６
年
度
、

裁
判
員
制
度
を
導
入
し
て
い
た
場
合
の

対
象
事
件
数
は
２７
件
、
１
事
件
に
つ
き

６
人
の
裁
判
員
が
必
要
で
す
の
で
、
合

計
１６２
人
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
人
数
が
松
山
地
方
裁
判
所
管

内
の
市
町
で
割
り
振
ら
れ
、
裁
判
員
と

し
て
裁
判
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
。

伊
予
市
例
規
集
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

閲
覧
で
き
ま
す

　

例
規
集
に
は
、
伊
予
市
の
条
例
や
規
則
、

規
程
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
１

月
１
日
か
ら
こ
の
例
規
集
を
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
規
集
は
、
市
が
行
う
業
務
や
市
民
に
対

し
て
行
う
サ
ー
ビ
ス
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
た

市
民
の
権
利
や
業
務
な
ど
に
つ
い
て
、
条
例

や
規
則
と
し
て
定
め
た
も
の
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
例
規

集
に
は
、
全
１３
編
で
構
成
さ
れ
る
体
系
に
よ

り
検
索
が
で
き
る
目
次
検
索
と
、
題
名
読
み

仮
名
の
五
十
音
の
指
定
に
よ
り
検
索
が
で
き

る
五
十
音
索
引
検
索
の
機
能
が
あ
り
、
た
く

さ
ん
の
条
例
な
ど
の
中
か
ら
、
素
早
く
必
要

な
情
報
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
を
機
会
に
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
従
来
ど
お
り
の
加
除
式
例
規
集（
冊

子
）
も
市
役
所
等
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
市

役
所
や
各
地
域
事
務
所
、
市
立
図
書
館
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。

URL http://www.city.iyo.ehime.jp/d1w_reiki/reiki.html
※インターネットエクスプローラー４．０以降のブラウザで閲覧で
きます。

広報いよし (8)

トップページの

「例規集」をクリック！

例規集を検索で

きるページへ移

動します。ここ

から検索してく

ださい。
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